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広報ぬまた 平成26年４月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－3674

■
健
康
診
査

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
加
入
者
に
特
定
健
康
診
査

と
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
５
月
中
旬
に

受
診
券
を
郵
送
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査

対
象

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
加
入
者

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

対
象

75
歳
以
上
で
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
加
入
者(

一
定
の
障
害
が

あ
る
人
は
65
歳
以
上)

健
診
内
容

身
体
測
定
、
検
尿
、
血

圧
、
血
液
検
査
な
ど

実
施
期
間

６
月
１
日(

日)

〜
10
月

31
日(

金)

※
本
年
度
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
人

は
受
診
で
き
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ

健
康
課
予
防
係(

保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内)

1
内
線
７

６
２
０
６
へ

■
人
間
ド
ッ
ク

来
年
３
月
末
日
ま
で
の
受
診
を
対

象
に
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。
11
月
以
降
に
受
診
予
定

の
人
も
10
月
31
日(

金)

ま
で
に
申
請

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
指
定
医
療

機
関
以
外
で
受
診
す
る
人
も
申
請
が

必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク

対
象

次
の
条
件
を
満
た
す
人

①
本
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

②
年
齢
35
歳
以
上
の
人

③
国
保
税
の
未
納
が
な
い
世
帯

助
成
額

検
診
費
用
の
３
分
の
２(

上

限
額
２
万
５
０
０
０
円)

後
期
高
齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク

対
象

次
の
条
件
を
満
た
す
人

①
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

②
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
未
納

が
な
い
人

助
成
額

２
万
円

各
助
成
共
通

助
成
対
象

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
、

１
泊
人
間
ド
ッ
ク
、
基
本
健
診
項

目
を
含
む
脳
ド
ッ
ク(

助
成
は
年

度
内
１
回
限
り)

申
請
方
法

10
月
31
日(

金)

ま
で
に
、

保
険
証(

受
診
者
全
員
分)

と
印
鑑

を
持
参
し
市
民
課
国
保
年
金
係
、
白

沢
町
・
利
根
町
総
務
課
市
民
係
へ

※
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
人
は
特
定

健
康
診
査
、
後
期
高
齢
者
健
康
診

査
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
年
金
係

1
内
線
３
１
３
２
、
白
沢
町
総
務

課
市
民
係
1
内
線
３
１
、
利
根
町

総
務
課
市
民
係
1
内
線
２
７
へ
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■手続きをすると

県内の医療機関で受診したときに、保険証と一緒に福祉医療受給資格

者証を病院窓口に提示すると、市が保険診療の自己負担分を負担するこ

とから窓口負担がありません。県外での受診や治療用装具を装着したと

きは、負担金を支払ってから市へ請求手続きをしてください。また、医

療費の無料化は皆さんの税金で賄われています。将来にわたり制度を維

持するため、仕組みや目的をご理解の上、受診をお願いします。

■＃8000をご利用ください

県では、夜間や休日における子どもの病気への対処や応急処置などを

電話で相談できる｢群馬こども救急相談｣を実施しています。経験豊富な

看護師が対応しますので、気軽にお電話ください。

※携帯電話からの利用もできます

■ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品は新薬と同等の効能があり、新薬より安価な医薬

品です。医師や薬剤師に相談してから利用しましょう。

■軽減措置の継続

所得の低い人への本年度の軽減措置は、昨年度よりも対象範囲が拡大さ

れました。また、被用者保険の被扶養者であった人は、本年度も軽減の措

置がされます。詳細は、各家庭に配布される｢平成26年度版後期高齢者医療

制度のしくみ｣をご覧ください。

■４月から仮徴収を開始

今年２月の保険料が年金から天引きされた人は、同額が４月から８月ま

での間、年金から仮徴収されます。その他の人は昨年度の保険料から算出

された保険料(仮徴収額)を４月と６月に納付し、本算定(８月)により本年度

の保険料が確定したら、仮徴収で納めた額の残りを納付してください。

※仮徴収額が年額を上回った場合は、その上回った額を返金します

■納付方法の変更

｢年金からの天引き｣に代えて｢口座振替｣が選べます。口座振替を希望する

人は、下表の①と②の手続きをしてください。口座振替に変更した場合、

所得税・住民税の社会保険料控除は、実際に支払った人に適用されます。

また、現在年金からの天引

きでない人や①と②の手続

きをしていない人は、年金

からの天引きに切り替わる

場合があります。希望しな

い人は手続きをしてくださ

い。

※口座振替で滞納した場合、年金からの天引きに戻ることがあります

福祉医療は、医療費(保険診療)のうち自己負担をしなければならない費用(入院時食事療養費、訪問看護、柔道整復師、

治療用装具などの費用も含む)を市が負担する制度です。

問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３２、白沢町総務課市民係1内線３１、利根町総務課市民係1内線３３
福祉医療制度についてのお知らせ

内容 １回の利用につき200円を助成し、年間12枚の助成券を交付

対象 市内に住民登録のある75歳以上の人

申請窓口 高齢福祉課高齢福祉係、市民課市民戸籍係、利南・池田・薄根・川田公民館、白

沢町・利根町総務課市民係

持参する物 印鑑、本人確認ができる物

※助成対象となる温泉施設は、申請窓口で確認してください

●温泉施設利用費の助成

内容 １回の利用につき1,500円を助成し、年間４枚まで助成券を交付(本年度中に70歳にな

った人は３カ月に１枚の割合で助成券を交付)

対象 市内に住民登録のある70歳以上の人

申請窓口 高齢福祉課高齢福祉係、白沢町・利根町総務課市民係

持参する物 印鑑、本人確認ができる物

※助成対象となるはり・きゅう・マッサージの施術者は、申請窓口で確認してください

●はり・きゅう・マッサージ費の助成

内容 路線バス利用カード(敬老バスカード)１枚(3,000円)の購入に対し1,000円を助成

※利用できるバス路線は市内で運行されている関越交通バスです(アップル号は利用不可)

対象 市内に住民登録のある65歳以上の人

販売窓口 高齢福祉課高齢福祉係、市民課市民戸籍係、ふれあい福祉センター、利南・池

田・薄根・川田公民館、白沢町・利根町総務課市民係、利根町振興局出張所

持参する物 高齢者証

●敬老バスカードの助成

福祉医療制度の内容と手続きに必要なもの

子ども

重度心身
障害者

中学校卒業の３月31日まで

身体障害者手帳１・２級

障害年金１級

特別児童扶養手当１級

療育手帳Ａ・Ｂ１(Ｂ中)

保険証、印鑑

身体障害者手帳

年金証書

証書

療育手帳

所定の診断書

身体障害者手帳

年金証書

療育手帳

所定の診断書

本市に本籍がない人
は戸籍謄本、転入者
は前住所地の課税・
非課税証明書

父母のない事実を明
らかにする証明

障害年金１級程度で、年金を
受給できない人

身体障害者手帳１・２級

障害年金１級

療育手帳Ａ・Ｂ１(Ｂ中)

障害年金１級程度で、年金を
受給できない人

父子家庭の父子
※母子と同一要件

18歳未満の父母のない児童

母子と寡婦福祉法第６条第１
項に規定する配偶者のない女
子で、18歳未満の児童を扶養
している人とその児童

後期高齢
者医療保
険に加入
の高齢重
度障害者

母子家庭
父子家庭

種類 資格要件 手続きに必要なもの

健
康
診
査
と
人
間
ド
ッ
ク

保険料は納期内に納めましょう

保険料を滞納すると、短期被保険者

証(有効期限が短い保険証)が交付されま

す。また、金額や滞納期間によっては、

延滞金が加算されます。保険料は滞納

したままにせず、市民課国保年金係に

ご相談ください。

●本年度の保険料率

○保険料内訳(年間)

○保険料の計算式

保険料＝均等割額４万3,600円＋所得割額

※所得割額の計算式は

基礎控除後の総所得金額等×所得割率

(33万円) (８.60％)

後期高齢者医療の保険料率は２年ごとに見直されます。本年度と来年度は、次の保険料内訳のとおりです。

後期高齢者医療保険料 が改定されました 問い合わせ　市民課国保年金係1内線３１３２

問い合わせ　高齢福祉課高齢福祉係(東原庁舎内)1内線７７２５６
各種助成をご利用ください

各種手続き
①後期高齢者医療保険料の口座振替
窓口 金融機関窓口
必要な物 預金通帳、預金通帳の届け出印
②年金からの天引き中止申請
窓口 市民課国保年金係、白沢町・利根町総
務課市民係

必要な物 後期高齢者医療被保険者証、印鑑、
金融機関で渡される口座振替依頼書の本人
控え

区分 24・25年度 26・27年度

均等割額 ４万2,700円 ４万3,600円

所得割額 ８.48%

55万円 57万円

８.60%

賦課限度額
(保険料の上限額)


